
みなさまの取組で保険料率が変わります!職場内で掲示・回覧し情報を共有しましょう!

けん1'L信

協会けんぽでは、事業主・加入者の皆さまとの結ぴつきを強め、より良い運営とサービス向上の推進を目的に健康保険委員

を募集しています。

新潟支部で約7,400人が登録しています。

「健康保険委員」1ここ登録をお願いします

、

1 健康保険の畷ル"

お役立ち情報が手1こ入る"9..,..
健康保険制度や申請書記入のボイ,ゆ噐ずタ
ントをまとめた冊子を無料配布'9尿・"
ほかにも委員限定の広報誌を発行.ー、.

で登録はこの用紙をで記入しFAXするだけです(コピーのうえ、使用してください)

▼健康保険委員こ登録用紙▼【FAX】025・2420280

登録すると特典があります!

里事業所所在地(社判の押印でも可)

田事業所名称

202B年6月号
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■健康保険委員登録者氏名
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歴メールアドレス

潟支部

研修会への参加

委員限定の研修会は

無料で参加可能!
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''
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健康保険の知識が身に付きます

」'■

利用規約に同意のうえメールマガジンに申し込みます

図 (左側の口にチエックyしてください)

、

J I

新潟支部では月に1回
最新情報をメルマガで配信中!

■電話番号

(P全国健原保険協本新潟支邵
〒950-8513 新潟市中央区東大通2-4-4日生不動産東大通ビル3階 TEL025・242・0260(代表)
※この広報誌は協会けんぽにご加入の事業所様以外にも情報提供としてお送りしています。

■保険証記号一番号
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こちらの部分です,・;・・'、・・翻':"
..、,゛、● 4尋^

番号:ニニ'二ご"'護
-1......

利用規約についてはこちら

協会けんぽ新潟

●お問い合わせ先企画総務グループ
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協会けんぽ新潟支部

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるとき、医師や柔道整復師の判断により、健康保険力汀使える場合』と『使えない場合』があり

ます。正しく理解していただき、適正な受診にで協力をお願いします。

....

●急性などの外傷性の打撲、捻挫、

冨^ 1^,.ー
健康保険が使えます '.、.^

==..

整骨院・接骨院のかかり方

1.負傷の原因を正しく伝えましょう
「いつ」「どこで」「どうして負傷したのか」を正確にきちんと伝えましょう。

2.療養費支給申請書には、必ず自分で署名しましょう
白紙の申請書に署名をするのは間違った請求につながります。

傷病名旧数・金額をよく確認し、署名しましょう。

3,領収書の無償交付が義務付けられています
領収書は、必ずもらい、金額などに間違いがないか確認しましょう。

4,治療が長引く場合は、一度医師の診断を受けましょう
施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。

^"

.... 健康保険が使えません!

●単なる肩こりゃ筋肉疲労

●慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用

●病気(内科的要因による疾患)からくる痛み・こり

●脳疾患後遺症等の慢性病

●過去の交通事故等による後遺症

●症状の改善が見られない長期の施術

●仕事中や通勤途上におきた負傷

施術を受けるときの注意事項

腰院滕謡郡ばは,>>>

匝亜埀ヨ

...........................................

医療機関が表示する診療時間以外に受診すると、原則として通常の診療費用のほか1こ、「時間外加算」の医療費が加算されます。
またコンビニ感覚で医療機関を利用することなく、緊急時や急病時以外は、できる限り診療時問内の受診を心がけましょう。

^.

時間外受診、コンビニ受診をひかえましょう

出論.

t二,吠'
,'、

'^生

冷

●戸・キ斤

曇.

柔道整復師の施術を受けたときは、負傷部位、施術内容、施術年月田の記録や領収
書等の保管をしていただき、照会がありましたら回答していただきますよう、で協
力をお願いいたします。

初診の場合(6歳以上)

初診料 2,880円

850円

2β00円

※]

C卦上記の金額には健康保険が適用されます。また、支払額は自己負担割合によります。歯科は除く。
200床以上の病院は外来診療料740円※2:平日は概ね6~8時/]8~22時、土曜田は概ね6~8時刀2~22時を標準とする

口

初診料と再診料の時問外加算

●お問い合わせ先企画総務グループ

2,500円

医療の適正受診について
Youlube動画で分かりやすく
説明しています!

4,800円

智

口

一般

特例船

加算額

●お問い合わせ先業務グループ

時間外舶

休日

^繍

深夜

再診の場合(6歳以上)

再診料'円 730円

ーヨ又

特伊,3

^黙

650円

1,900円

1,800円

4,200円

全]4話中の、3話~4話は「医

療の適正受診」に関する内容と

なっておりますので、ぜひそ覧

くださしy

※3:救急病院など
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